
配属に対する不安が造語になった 

「配属ガチャ」という言葉が有名になりま

した。入社した会社で配属先を選べず、ど

こに配属されるかわからない不安から生じ

た言葉だそうです。そこで今回は配属や配

転について労働法ではどのようになってい

るか見てみたいと思います。 

配転命令等の根拠 

 配置転換（労働契約における職務内容の

変更）と転勤（同じく勤務地の変更）を合わ

せて「配転」と言います。これを広く解釈す

れば、入社時における最初の労働契約上の

職務内容（配属）を含むことができるでし

ょう。通常、労働者が正社員として採用さ

れた場合には、原則として、どの場所で働

くか（就業の場所）、どのような仕事をする

か（職種）などの限定がない労働契約が締

結されたと解されることから、会社には、

就業場所や職種を決める権限が与えられて

いると解することができます。また、こう

した会社の権限は、通常、就業規則に「業務

上の必要性がある場合には配転を命じるこ

とがある」というような記載がされている

のが一般的です。なお、配転が自社の制度

として実施されている場合には、就業規則

にその旨を記載することが義務付けられて

います（労働基準法第 89 条 10 号）。 

では、就業規則の作成が義務付けられて

いない 10 人未満の会社など、就業規則のな

い会社の場合は、どのような根拠に基づい

て配転命令を行うのでしょうか。その場合

には、個々の労働契約において、どのよう

な合意がなされているかの問題になります

（契約説）。裁判例では、就業規則がない場

合でも、「労働契約の締結の経緯・内容や人

事異動の実情等に照らして、当該労働契約

が客観的に予定する配転命令権の有無及び

内容を決すべきであり」としています（京

都地裁平成 23 年 9 月 5 日）。 

会社が注意すべきこと 

 このように、配転命令については就業規

則への記載や、個別の労働契約の内容とす

ることにより、会社の権利として認められ

ています。そのため逆に言えば、就業規則

や個別の労働契約に配転命令に関する記載

がない場合には、会社が発した配転命令が

無効となる可能性もありますし、当然に特

定の労働者に対する報復的な配転命令であ

る場合には権利の濫用として無効とされる

ことが考えられます。 
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配属・配転について 

配転命令は会社の権

利です。正しく使い

ましょう。 
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